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■目的 

公募型共創メディア展示（以下「本プロジェクト」という。）は、国内の大学等が主催する展

示において、国立民族学博物館（以下「民博」という。）が保有する、様々なデジタル化技術（マ

ルチメディア技術、三次元情報化技術、データベースシステムなど）を活用して、情報コンテン

ツを制作し、展示内容の高度化を図る企画を対象に公募をおこなうものです。これにより、大学

等関連諸機関の共同利用に供するとともに、その成果を社会へ還元します。 

 

 

1. 公募の対象となる展示 

国内の大学等研究機関・博物館等（民博を除く）が主催する展示において、その展示構成の一

部に本プロジェクトで制作した情報コンテンツを組み込むものを対象とします。 

  

 

     

2. 実施期間 

準備期間を含め、最長 2年（2年度）とします。 

 

 

3. 応募資格 

展示を主催する大学等研究機関・博物館等（民博を除く）に所属する者であり、原則として、

研究職としての身分（学芸員を含む）を有する者とします。なお、研究職としての身分を有しな

い者が申請する場合は、研究業績書（様式 3）を提出してください。 

 

※申請者が提案者（代表者）となります。 

※あらかじめ民博の専任教員と計画内容についてご相談のうえ申請してください。民博の専

任教員が未定の場合は事前にお問い合わせください。 

 

 

4. 予算申請額の上限・採択件数 

(1) 予算申請上限額 

令和 7年度の予算申請額の上限は次のとおりとします。 

   ① 新規提案（単年度計画または 2年度計画の 1年度目）･･･････････････250万円 

※計画内容により支給額を調整することがあります。 

※令和 8年度予算は本プロジェクト承認後要相談 

(2) 採択件数 

   ① 新規提案（単年度計画または 2年度計画の 1年度目）･･･････････1件 
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5. 経費 

情報コンテンツの制作に係る以下の経費を支給します。 

(1) データ入力（請負・委託契約） 

(2) 撮影・デジタル化（請負・委託契約） 

(3) メディア編集（請負・委託契約） 

(4) アプリケーション制作（請負・委託契約） 

(5) 翻訳（請負・委託契約） 

(6) 翻訳（謝金） 

(7) 招へい・派遣に係る国内旅費 

(8) その他 

支給額のうち 30%を上限として、以下の経費に支出することができます。 

① 民博所蔵資料の往復輸送費 

② 民博所蔵資料の演示費（撤去含む） 

③ 情報コンテンツの公開に係る展示什器・機器の往復輸送費 

④ 情報コンテンツの公開に係る展示設計・施工費（撤去含む） 

⑤ 情報コンテンツの公開に係る展示機器のリース費 

※物品購入のための経費には支出できません。 

※申請者、プロジェクト共同研究員及びプロジェクト協力者への海外旅費、謝金及び請負・委

託契約による支出はできません。ただし、国内旅費には支出できます。 

※予算の執行は民博がおこないます。申請者側での納品検収を要する場合は、申請者側の会計

担当の事務職員を検収担当者とするものとします。 

※請負・委託契約、旅費・謝金の支払い基準は、人間文化研究機構の規程によります。 

人間文化研究機構会計規程 

http://www.nihu.jp/sites/default/files/2018-04/01%20%286%29.pdf 

人間文化研究機構会計実施規則 

http://www.nihu.jp/sites/default/files/2018-04/7-02_0.pdf 

人間文化研究機構契約事務取扱規則 

http://www.nihu.jp/sites/default/files/2018-04/7-04.pdf 

人間文化研究機構旅費規程 

http://www.nihu.jp/sites/default/files/2018-04/z07.pdf 

人間文化研究機構旅費取扱規則 

http://www.nihu.jp/sites/default/files/2018-04/z08.pdf 

人間文化研究機構謝金支給基準 

http://www.nihu.jp/sites/default/files/2018-04/7-11.pdf 

人間文化研究機構契約事務取扱要領 

http://www.nihu.jp/sites/default/files/2018-04/14%20%282%29.pdf 
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6. 申請方法等 

(1) 申請手続き 

申請は、所定の様式による申請書及び提案書を提出してください。所属を有する常勤研究

者においては、所属機関の所属長（部局長）の承諾を得たうえ申請してください。 

(2) 応募書類及び申請期限と申請方法 

① 応募書類（応募書類は、民博ウェブサイトからダウンロードできます）。 

URL http://www.minpaku.ac.jp/offer 

(ア) 令和 7 年度国立民族学博物館公募型共創メディア展示プロジェクト申請書（様式

1） 

(イ) 令和 7 年度国立民族学博物館公募型共創メディア展示プロジェクト提案書（様式

2） 

(ウ) 研究業績書（様式 3）※研究職としての身分を有しない者が申請する場合のみ 

(エ) 展示の内容を説明した企画書（様式任意。会場平面図、展示全体の予算規模を添付、

記載してください。） 

(オ) 民博所蔵資料の借用利用がある場合は、借用希望の資料リスト及び展示会場のフ

ァシリティ・レポ－ト 

② 申請期限と申請方法 

応募書類は、令和 7年 11月 6日（木）までに必着するように、メール添付（下記電

子メールアドレス）にて提出してください。なお、提出のあった応募書類は、原則とし

て返却しません。 

 

(3) 提出先 

国立民族学博物館 情報管理施設企画課 展示企画係 宛 

     電子メール tenjik@minpaku.ac.jp 

※申請書の作成にあたって不明な点がありましたら、電子メールにより照会してくださ

い。回答には日数を要する場合があります。 

※電子メールの件名には必ず「令和 7年度公募型共創メディア展示」と記載ください。 

(4) 参考 

過去の採択実績は、こちらの民博ウェブサイトからご覧いただけます。 

URL  https://www.minpaku.ac.jp/exhibition/koubo_media 

 

 

7. 採否 

(1) 令和 7年 11月 12日（水）開催予定のプレゼンテーションに、申請者もしくはその代理者

（民博の共同提案者を除く。）に出席していただきます。2年度にわたる計画については、

初年度にプレゼンテーションを実施し、2年度目は申請者もしくはその代理者（民博の共

同提案者を含む。）に初年度の実施状況を報告していただきます。なお、プレゼンテーシ

ョン及び実施状況報告はオンラインで実施予定ですが、対面で実施が必要となった場合で

http://www.minpaku.ac.jp/
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あっても、これらに係る旅費は支給されません。 

(2) 採否は、民博の公募型共創メディア展示評価部会による評価の後、同部会の評価に基づき、

文化資源運営会議が審査し、部長会議を経て館長が決定します。令和 7年 11月 26日（水）

までに、その結果を申請者及び所属長（部局長）宛に通知します 

(3) 採否の判定は、令和 7 年度国立民族学博物館公募型共創メディア展示審査基準（別紙）

により行います。 

 

 

8. 実施報告書等の提出 

申請者は、各年度終了後、1ヶ月以内に実施報告書（様式 4）をメール添付（「6.申請方法等

－(3)提出先」の電子メールアドレス宛）にて提出してください。年度途中でプロジェクトが終

了した場合には、プロジェクト終了後、1ヶ月以内に提出してください。 

 

 

9. 著作権・クレジット表示 

(1) 本プロジェクトで制作した情報コンテンツに係る著作権の帰属等に関する事項は、権利を

有する関係機関の間で別途協議した上で定めます。 

(2) 展示のための広報物（ポスター、チラシ、案内表示（看板等）、ウェブサイト等）、出版物

（図録、報告書等）及び展示場内に以下の表示をしてください。 

① 特別協力 国立民族学博物館 

② 令和 7年度国立民族学博物館公募型共創メディア展示事業の支援によることを明記 

 

 

10. お問い合わせ先 

所在地：565-8511 大阪府吹田市千里万博公園 10 番 1 号 

機関名：国立民族学博物館 情報管理施設企画課 展示企画係 

電子メール tenjik@minpaku.ac.jp 

 


